
任意継続掛金について

•当該パワーポイント資料には、説明内容のポイントのみを記載
しています。

•視聴の際には、お手元に冊子資料「令和７年度 退職予定者に
係る共済事務説明資料」をご準備ください。

任意継続組合員の掛金について説明いたします。
当該パワーポイント資料には、説明内容のポイントのみを記載しています。視聴
の際にはお手元に冊子資料「令和７年度退職予定者に係る共済事務説明資料」を
ご準備下さい。
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１ 任意継続掛金の算出方法 〈冊子資料：P42～43〉

○任意継続掛金の月額は「掛金の標準となる報酬月額×掛金率（※1，2）」
（※１）令和７年度の掛金率は、短期95.96/1,000、介護16.18/1,000

令和８年度分は未決定
（※２）子ども・子育て支援金(R8年度より制度開始)の率は2.03/1,000(現時点見込み)

○掛金の標準となる報酬月額は、次の(１)又は(２)のいずれか低い方の額
（１）退職時の標準報酬月額 （給与明細で確認）
（２）地方職員共済組合全組合員の前年９月における

平均標準報酬月額（※3）

（※3）令和８年度に適用される平均標準報酬月額は、令和８年２月頃確認できる見込み

★ 資料の42ページをご覧ください。
第４章 任意継続組合員の掛金について

任意継続組合員の資格取得には掛金の納付が必要になります。
任意継続組合員は、「県を退職後、再任用にならなかった場合等に地共済へ

加入できる手続きです。」
そのため、任意継続組合員として地共済に加入するには、ご自身で掛金の振

り込み手続きをしていただくことになります。加入される場合は、短期、介護、
子ども子育て支援金それぞれについて、
振込依頼書を送付しますので、加入を希望される方は期限までに納付する必

要があります。

１ 任意継続掛金の算出方法 についてです。
任意継続掛金の月額は、「掛金の標準となる報酬月額×掛金率（※1）」とな

ります。
（※１）令和７年度の掛金率は医療保険に当たる短期が千分の95.96、介護保険
が千分の16.18ですが、令和８年度の掛金率は本部からまだ通知が届いておりま
せん。
参考までに、今年度の任意継続の短期掛金は昨年度と比べて同率、介護掛金
率については、千分の0.48下落しております。
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（※２）また、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が開始することから、
短期掛金、介護掛金に加えて子ども子育て支援金を納付いただくこととなります。
支援金率については千分の2.03程度で見込まれていますが、これは参考値とし

て国から示されたものであり、確定した率については現時点において未定です。

なお、「掛金の標準となる報酬月額」は次の（１）又は（２）のいずれか低い
方の額になります。

１ 退職時の標準報酬月額
こちらは、みなさんの給与明細の左側に「標準報酬」と記載された欄があ
りますので、この部分を各自の給与明細で確認をお願いします。

２ 地方職員共済組合全組合員の前年９月における平均標準報酬月額（※3）
（※3 令和８年度に適用される平均標準報酬月額については、まだ算定結果

が公表されておらず、令和８年2月頃確認できる見込みとなっており
ます。）

① 平均標準報酬月額は、令和７年9月30日における地方職員共済組合の
短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月時点におけ
る標準報酬月額の平均を標準報酬等級表に当てはめて得た額になりま
す。

② 先ほどもお伝えしましたが、令和８年度の平均標準報酬月額はまだ公
表されていないため、本資料における計算例は令和７年度における平
均標準報酬月額「380,000円」により算定しています。

43ページの四角囲み内の計算例についてですが、退職時の標準報酬月額が５０万
円で、平均標準報酬月額が３８万円の場合は３８万円を基礎額として任意継続掛
金と介護掛金及び子ども子育て支援金を算出しています。
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○任意継続掛金の納付方法は、毎月払い及び前納（半期払い又は年払い）。

○資格取得時に送付される振込依頼書に記載されている納付期限（基本的
に前月末日）までに金融機関窓口等で振込（振込手数料は自己負担）。

○振込依頼書は、毎月及び半期払いは、資格取得時と９月の２回に分けて
送付。

○再就職等で年度途中で脱退する場合は、前納された資格喪失月以降の掛
金は請求により還付。

２ 任意継続掛金の納付方法 〈冊子資料：P44～45〉

★ 44ページをご覧ください。
２ 任意継続掛金の納付方法 についてです。

任意継続掛金の納付方法は、毎月払いと前納払
（半期または年払い）の3通りがあります。
資料の５９ページに掲載されている「任意継続

組合員資格取得申出書」の中段あたりの、黒い枠
で囲われている部分に「掛金納付方法」があり、
１年払い、半年払い、毎月払いを選択するかたち
になります。

皆さんの選択した納付方法に合わせて、資格取得
時に振込依頼書を送付しますので、任意継続組合
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員として地共済に加入を希望される方は、振込依
頼書に記載されている納付期限（基本的に前月末
日）までに金融機関窓口等でお振込みください。
なお、掛金をお振込みいただくための「払込依頼
書」は、年払いの場合は資格取得時に１回、毎月
及び半期払いは、資格取得時と9月の２回に分けて
送付します。

（１）前納 について
任意継続掛金の前納は、4月から9月又は10月か

ら翌年3月の6か月間（半年払い）と4月から翌年3
月の12ヶ月間（年払い）を単位として行うことが
できます。
ただし、年度の途中で資格を喪失することが明

らかである者については、この6か月間又は12ヶ月
間のうち、資格を喪失する月の前月までの期間に
ついて掛金の前納を行うことができます。（前納
する期間が2か月以上必要になります。）
【例として、4月に資格取得して、7月に就職確実
な場合は、4月から6月までの3か月分を前納するこ
とになります。】
なお、任意継続掛金を前納しようとする者は、

前納すべき額を前納に係る期間の最初の月の前月
の末日までに、払い込まなければなりません。
（たとえば、4月から任継に入るにあたって、１年
分前納する場合は、１年分の掛金を3月末日までに
全額納付する必要があります。）
（２）前納の場合の任意継続掛金の額 について
任意継続掛金を前納する場合の掛金額は、任意

継続掛金の月額に次の前納率を乗じて得た額とな
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ります。
ちなみに、こちらに記載されているのは前納期

間の「つき数」で右下に「12つき」とあるのは、
12か月分つまり１年分を前納ということで「12が
つ」ではありませんのでご注意ください。

前納の場合は掛金の月額に前納率を掛けて計算す
るため、少し納付額が少なくなります。計算例を
45ページに記載しておりますので、のちほどご参
照ください。

なお、45ページの下段に記載しておりますが、掛
金の振込に際しては、振込手数料が発生しますの
で、ご留意願います。

また、前納された場合であっても、途中でご家
族の扶養に入られたり、再就職されて協会けんぽ
等の他の社会保険に入られる場合は、地共済を脱
退することになることから、それ以降掛金の還付
がありますので、その際にはご連絡をいただけれ
ば改めて還付手続きを説明しますのでよろしくお
願いします。
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★ 次に46ページをご覧ください。

令和８年度の掛金率については、まだ本部から通
知がないため、今年度の率を使用して試算してい
ます。

この46ページの試算表で試算したところ、標準報
酬が３８万円以上の方で、

１年前納の場合は、
短期 428,397円、介護 72,230円 子ども子育て
支援金 9,252円
年間合計509,879円を納付期限３月３１日までに、
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半年前納の場合は、
短期 216,299円、介護 36,469円 子ども子育て
支援金 4,626円
半年分合計257,394円を納付期限３月３１日と９月
３０日までに、

毎月払いは
表の上の方の「掛金月額」に記載があるように、
短期が36,464円、介護が6,148円 子ども子育て支
援金 771円
を納付期限前月末日までにお支払いください。

なお、納付期限が日曜日、祝日又は金融機関の休
業日にあたるときは、その翌日の払込となります。

4



※令和８年４月１日以降に適用される全国平均標準報酬月額及び掛金率が決定次

第更新

■コーラル２１ ⇒ 全庁・各部局掲示板 ⇒ 総務部 ⇒ 職員厚生課 ⇒ 地共済

⇒退職時の手続関係（任意継続等） ⇒ 「任意継続掛金」試算表（共済管理班）

■沖縄県のホームページ ⇒ 組織で探す ⇒ 職員厚生課 ⇒ 地方職員共済組

合沖縄県支部 ⇒ 〈任意継続関係〉 ⇒ 「任意継続掛金」試算表（共済管理班）

【参考】任意継続掛金の概算額（令和７年度時点）の試算表

★また、46ページの下段に記載しておりますよう
に、掛金を試算するための試算表を全庁掲示板の
職員厚生課掲示板と県のホームページの職員厚生
課のページに掲示しておりますのでご活用くださ
い。

お送りする払込依頼書等はサンプルを47ページ～
49ページに掲載していますので、ご参照ください。
なお、子ども子育て支援金に係る内容については、
現在調整中のため未掲載となりますのでご了承く
ださい。
任意継続掛金についての説明は、以上です。
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